
■新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮しての本件に係る特記事項 

納入遅延等に対する入札参加停止措置等の不適用【臨時的特例措置対象】

本件の落札者は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響（対象物品等を製造する工場等の  

休止又は製造規模縮小による遅延、流通停滞、落札者の事業所等の一時閉鎖、落札者従業員等

の感染、落札者の判断による感染拡大防止のための営業中止又は勤務形態の変更等）により、

対象物品の納入遅延その他契約の履行に支障が生じるとき又はそのおそれがあるときは、速や

かに本市（調達課）へ申し出ること。 

申出を受け、本市が納入遅延等を新型コロナウイルスの感染拡大の影響によるものと認める

ときは、落札者に対し、納入遅延等についての入札参加停止措置又は遅延損害金、違約金若し

くは損害賠償の請求は行わないものとする。ただし、納入遅延等により本市業務に支障が生じ

るときは、契約書の定めに基づき催告の上、契約を解除することがある。契約を解除したとき

は、本市は当該契約解除により落札者に生じた損失を負担しない。 

納入遅延等により契約期間その他契約内容等を変更する必要が生じたときは、落札者と本市

が協議して必要事項を定めるものとする。 


